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民事訴訟法学と歴史

法学部講師 鶴 田 滋

私は２００５年４月より、民事訴訟法の研究およ

び教育に携わるために、福岡大学法学部に赴任

している。民事訴訟法とは、お金の貸し借りや

離婚などの私人間のトラブルを法的に解決する

ための手順（手続）を定めた法律のことをいう。

すなわち、民事訴訟法は、一般にどのような場

合にお金を返さなければならないのかとか、ど

のような場合に離婚できるのかという民法など

（実体法）の問題を扱うのではなく、たとえば

友人同士でのお金の貸し借りや夫婦間での離婚

についてトラブルが現実に生じた場合に、どち

らの当事者の言い分が法的に見て正当なのかを

民事訴訟において裁判官が判断するための手続

を定めたものである（これを手続法という）。

したがって、民事訴訟法と実際に関わるのは、

主に、裁判官、弁護士などの法律専門職と言わ

れる人々である。そのため、民事訴訟法は、法

律実務と密接に関わる技術的な法だと言われ、

また、最近開設された法科大学院においては、

法曹養成に欠かせない必修科目として扱われて

いる。さらに、昨今の司法制度改革の波を受け

（刑事訴訟における裁判員制度の導入を想起さ

れたい）、民事訴訟法も、訴訟の迅速化等のた

めに幾度も改正されている。

以上のような民事訴訟法を研究対象とする民

事訴訟法学は、激動の現代日本において解決す

べき現実問題を多く抱える非常に重要な学問領

域であるといえる。

ところが、私は、現在、「共有者の共同訴訟

の必要性」という民事訴訟法学にとって非常に

重要なテーマについてではあるが（このテーマ

の内容の説明は割愛させていただく。もしお知

りになりたい場合には後掲の拙稿を参照してい

ただければ幸いである）、このテーマに関する

日本法とドイツ法の沿革を辿ることを研究課題

としている。「日本における喫緊の課題を解決

することが民事訴訟法の研究者の役割ではない

のか。なぜ日本の民事訴訟法の研究者であるに

もかかわらず、歴史を、しかもドイツの歴史を

も研究する必要があるのか」。おそらく多くの

方がこのように考えられるだろう。そこで、こ

こでは、現在の日本民事訴訟法を研究する者が

歴史を研究する意義について述べることにした

い。

まず、民事訴訟法の研究者が歴史を研究する

意義は、鈴木正裕元神戸大学学長の言葉を借り

ると、民事訴訟法に関する概念や理論を相対化

することにある。われわれ法律学の研究者は、

現在通用している概念や理論を基準にして、そ

れに適合している、適合していないといって議

論をする。しかし、議論の前提となっている概

念や理論が、果たして本当に自明であるのかど

うかについて疑問が生じることがある。この疑

問を解消するための方法の一つは、その概念や

理論が形成される過程を見ることである。なぜ

なら、当該概念や理論がなぜ必要とされたかと

いう事情を知ることによって、その概念や理論

の絶対性から解放され、自由な議論が可能とな

るからである。

それでは次に、現在の日本法における概念や

―２―



理論を相対化するために、なぜ日本法のみなら

ずドイツ法の沿革をも探究する必要があるのだ

ろうか。これは、日本法が辿ってきた歴史に原

因がある。日本は明治期に主にドイツ民法典や

民事訴訟法典を参考にして、自前の民法典や民

事訴訟法典を作っている（これを法典継受とい

う）。さらに、ドイツ法を参照して作った日本

法の解釈を行うためには、当時のドイツ法理論

も輸入する必要があった（これを学説継受とい

う）。したがって、現在の日本法における概念

や理論を相対化するには、日本法が継受したド

イツの法典や理論の沿革にまで立ち返る必要が

生じる。

その際、次の二つの点に注意する必要がある。

一つは、日本の法理論が、ドイツの法理論を正

確に継受していたのかどうか、という点である。

手本に忠実でないことが判明しただけで、当該

理論が相対化されることになるだろう。もう一

つは、日本法が継受した当時のドイツ法理論が、

歴史的に見ると実は絶対的なものではないので

はないか、という点である。したがって、当時

のドイツ法理論を相対化するために、さらにそ

の沿革を辿る必要が生じる。

以上のような問題意識から、私は、「共有者

の共同訴訟の必要性」に関する判例や支配的見

解の理論を相対化するために、判例および支配

的見解の形成過程を探究することを研究課題と

している。しかも、日本法が継受したドイツ法

をも相対化するために、１９世紀のドイツ法の状

況から歴史的考察を行ってきた。本学の野田龍

一教授の言葉を借りると、すべては「自己認識、

すなわち、現在のわが国における法の認識」の

ために、である。

しかし、歴史的考察にも限界は存在する。歴

史的考察は、あくまで自己認識のための手段に

すぎず、歴史的考察から直ちに、法解釈学の本

来的な任務である「この場合にはこうすべき

だ」という規範が導き出されるわけではないか

らである。しかし、歴史的考察によって、現在

の問題を解決するための多くのヒントを得るこ

とはできる。したがって、激動の現代日本にお

いても、歴史的考察は依然として重要な意義を

持ち続けていると思われる。

もっとも、実務教育を重視する法科大学院が

誕生し、また、国立大学が独立行政法人化によっ

て「産学連携」を余儀なくされているという現

状（九州大学法学部は財政基盤確保のために司

法書士向けの特別講座を開講するそうである。

西日本新聞２００５年８月１日付朝刊）に鑑みると、

歴史研究のような基礎研究は、斜陽の学問にな

りつつあるように見える。しかし、こういう時

代だからこそ、逆に基礎研究の価値が高まると

言えないだろうか。世界にも類を見ない「ヨー

ロッパ法コレクション」などを所蔵し、従来か

ら基礎研究を重視してきた福岡大学だからこそ、

基礎研究の重要性を世にアピールできると信じ

ている。
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金属疲労とは？

資産循環・環境制御システム研究所 工学部助教授 松 永 久 生

機械・構造物の破壊事故の約８割以上は、金

属疲労によって起こっている。５２０名の命が犠

牲になった日航機墜落事故（１９８５年）、高速増

殖炉「もんじゅ」のナトリウム漏れ事故（１９９５

年）、Ｈ２ロケット打ち上げ失敗（１９９９年）な

ど、金属材料の疲労破壊による大事故は枚挙に

遑がない。疲労破壊による経済損失は GDPの

４％に上るとの試算もある。今年の８月１２日に

は、東区に日航機のエンジン部品が数百個降っ

てきてけが人が出た。原因として、タービンブ

レード（回転翼）の金属疲労が疑われる。

金属疲労とは、力を１回加えただけでは壊れ

ないものでも、力を１万回、１０万回と繰り返す

うちに破壊する現象である。針金の曲げ伸ばし

を繰り返すと折れることは経験的にご存知であ

ろう。この場をお借りして、私の研究の対象で

ある「金属疲労」というものについて簡単に説

明させていただきたい。

「金属が疲れる」と聞くと、筋肉に乳酸がた

まって疲労する

ように材料自身

がくたびれてし

まうことがイ

メージされがち

であるが、誤解

である。金属疲

労のプロセスの

本質は、「破壊

までの疲労寿命

の初期に発生し

たき裂の進展」である。図１に、航空機に使用

されているチタン合金において、寿命の初期段

階で発生したき裂の写真を示す。これは、単位

断面１�当たり±３５kgfの引張圧縮を繰り返し

負荷して最終的に約１７万回で破壊した部材の、

４万回の時点での写真である。疲労破壊はこの

ような微小なき裂が発生・成長することによっ

て起こるのである。発生初期の長さ数十 µmの

き裂は当然肉眼では見えないが、き裂が１mm

程度まで成長しても目視で発見することは事実

上不可能である。き裂の進む速さはき裂長さに

対して指数的に上昇するので、き裂が目に見え

るまで成長したときには、時すでに遅し、部材

の寿命はほとんど終わっている。金属疲労の研

究がドイツの鉄道技師ヴェーラーによって本格

的に開始されてから１３０年以上経つが、当時の

技術者達は何の兆候もなく突然破壊が起こるこ

とを不思議に感じていたそうである。

繰り返しかける力を小さくすれば、き裂の進

む早さは遅くなり、破壊までの寿命が伸びる。

さらに力を小さくすると、永久に破壊が起こら

なくなる。つまり、破壊までの繰り返し数と力

の関係は図２のようになる。この線図の水平部

分の力（正確には単位面積当たりの力）のこと

を「疲労限度」という。一般的な金属材料の疲

労限度は、１０～５０（kgf/�）程度である。ほと
んどの機械・構造物は、部材に疲労限度以下の

力しかかからないように設計されており、気分

的にも安心である。このような設計は、「疲労

限度設計」と呼ばれる。

力の方向

図１ チタン合金で発生した疲労き裂
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一方、航空機やロケットでは、「疲労限度設

計」は許されない。永久に壊れないように設計

すると重すぎて飛べなくなるからである。航空

機の部材については疲労寿命が実験的、力学的

に把握され、部品は壊れる前に交換されている。

言い換えれば、世の航空機は全てき裂だらけで

飛んでいるのである。このような設計は「損傷

許容設計」と呼ばれる。

金属疲労の分野にも、多くの未知・未解決の

問題が存在する。水素環境中、腐食環境中や高

温・極低温環境中での疲労、１～１０億サイクル

を超える超長寿命域での疲労限度の消滅現象、

ランダム荷重下における疲労き裂進展など、

様々な問題について世界中で研究が盛んに行わ

れている。

将来、これらの未知の問題が解決されていけ

ば、疲労破壊事故は減っていくのであろうか？

答えはノーである。実は、疲労破壊事故の主な

原因を調べてみると、単純な計算ミスや勘違い、

設計者の常識の欠如などのヒューマンエラーが

大半を占めている。これは、最近多発している

医療事故とも似ているところがある。

学生時代の指導教官から聞いた話だが、「人

間は機械や構造物が今日まで何事もなく運転、

使用されていると、永久に無事に動くものと思

い込む習性を持っている」そうである。無論、

金属疲労の世界ではそれはあり得ない。「機械

や構造物」を「自分自身」や「大学」に置き換

えてみるとどうだろうか？

図２ 繰返し数と力の関係
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